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交渉等情報（１）
平成 27 年 6月 22 日

各所属長 様

行政管理課長

人員確保等交渉の結果等について

平成 27 年 6 月 19 日（金）に高知県職員労働組合（以下「県職労」という。）と行政管理課長交渉を行いましたので、その結果を下記のと

おりお知らせします。

記

１ 交渉における主な回答等

県職労の要求の内容 行政管理課長の主な回答等

１．年度当初及び年度途中の欠員は速やかに補充すること。 １について

また、欠員を生じさせないための対策や産休・育児休業者の代替要員 ・欠員は、基本的には、補充するとの従来の考え方に変わりはないが、事

確保対策として、名簿登載方式をはじめとする具体策を講ずること。 情により、臨時的任用職員で対応せざるを得ない場合もある。

・技能職員の職場にあっては、その職場での見直しが可能な場合を除いて、

臨時的任用職員による対応を行い、一定の時期には改めて検討を行う考

えである。

・名簿登載方式については、余剰を見込んだ形での実施は困難と考えてい

る。

２．2015 年度の新規採用職員数及び再任用職員数を決定するにあたって ２、４、６について

は、退職者の完全補充はもとより、県民福祉の向上や労働条件改善のた ・職員の採用にあたっては、業務運営に支障のない配置を行うことを基本

めに必要な人員を考慮すること。 とする中で、必要に応じて採用するという考え方である。

・職員の配置についても同様に、職場実態の把握に努めつつ、県政運営指

４．有資格者の採用を計画的に行うとともに、専門性や継続性、経験を必 針に沿って適正な配置及び管理に努めていくという考え方である。

要とする業務に対して適材適所の人員配置を行うこと。また、その配置

にあたっては、本人希望を尊重すること。
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県職労の要求の内容 行政管理課長の主な回答等

６．事務事業見直し提示時点で予定していなかった業務が発生する場合は、

県職労および分会に対して事前協議を行うこと。また、労働強化となら

ないような対策をとること。

３．雇用と年金の確実な接続を図るために、希望者全員が引き続き再任用 ３について

されるとともに、来年度以降の制度などについて、職員団体との交渉・ ・雇用と年金の接続を考慮した再任用制度については、制度の趣旨に沿っ

協議・合意を前提に行うこと。 て運用していきたいと考えている。

５．技能職退職不補充方針を見直すこと。 ５について

特に栽培・飼育業務、道路整備については、現場の知識、経験が生か ・技能職については、平成 27 年４月に策定した県政運営指針においても退

される技能職員配置を行うこと。また、今後のあり方については、現場 職不補充としている。

の意見を十分に聞く場を設けること。 ・試験研究機関の植物栽培及び動物飼育の業務については、技能職員の退

職後は順次、非常勤職員及び研究職員が担うこととしており、業務の引

き継ぎの進捗状況に合わせて、体制の見直し等を行ってきたところ。引

き続き意見を聞きながら、日々の業務の中で技術研修等を行っていく。

・一部の土木事務所において委託している道路パトロール業務については、

継続していくとともに、技能職員が担う業務のあり方について、意見は

聞きたいと考えている。

７．東日本大震災に伴う職員派遣にあたっては、職員の労働条件や健康等 ７について

に十分配慮すること。また、派遣元となる職場で労働強化とならない体 ・東日本大震災に伴う職員派遣の勤務条件については、適切に対応してい

制を確保すること。 く。

・職員の健康等についても、状況把握に努めるなど十分配慮をしていく。

・派遣元の所属においては、必要に応じて臨時的任用職員の雇用等を検討

していきたいと考えている。
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県職労の要求の内容 行政管理課長の主な回答等

８．公務におけるワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、職場におけ ８について

る男女平等の推進へ向けた具体策を講じること。また、仕事と生活の両 ・人事については、今後とも適材適所の考え方のもと、適切かつ公平な取

立支援を促進するための取り組みを強化すること。 り扱いに努めていきたいと考えている。

・仕事と生活の両立支援の促進については、次世代育成支援行動計画に基

づき、引き続き取り組んでいく。

９．やむを得ず目安時間を超える恐れのある職場については、そのつど時 ９について

間外縮減に向けた対策を講じること。 ・時間外勤務等については、平成 24 年４月に発出した副知事通知に基づい

て、全庁的に取組を進めているところ。

・平成 25 年度からは、所属全体での意識の共有を図るとともに、より実効

ある取組とすることを目的に、所属の目標設定の取組時期に合わせて、

各所属で話し合いの機会を持つこととしている。

・今後とも、時間外勤務縮減に向けて各所属に主体的な取組を求めながら

も、総務部としても、引き続き取り組んでいきたい。

・目安時間の取扱いについては、現行（目安時間は他律的業務及び災害対

応を除き 360 時間とする。他律的業務を含み 360 時間を超えた職員につ

いて、決算があがった段階でその原因を分析し対応について話をする。）

によりたいと考えている。

●夏の朝型勤務について

・夏の朝型勤務については、職員のアンケート調査で賛成意見が多かった

ことなどを踏まえ、国家公務員の取組を参考としつつ、公務の運営に支

障がない範囲で本県の実情に即した取組を検討するため、平成 27 年７月

13 日から８月 31 日までの間、まずは「試行」という形で希望者を対象

に実施し、その効果と課題を把握したいと考えている。

・試行にあたっては、夏の朝型勤務は原則定時退庁とすることを周知徹底

する。
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県職労の要求の内容 行政管理課長の主な回答等

10．メンタルヘルス対策・ハラスメント対策を充実させること。 10 について

・メンタルヘルス対策については、重要な課題と認識しており、これまで、

相談体制の充実や心の健康診断の実施、研修会の開催、職場復帰支援制

度などに取り組んできたところ。

・今後も、職員の心と体の健康づくりのため、予防対策や早期発見、早期

治療につながる取組を行っていく。

・ハラスメント対策については、引き続き相談窓口の周知を図るとともに、

幹部職員及び管理職員を対象とした研修を実施するなど、継続した取組

を行っている。

11．別途提出する個別課題について、改善を図ること。

（１）中央西福祉保健所（総務保護課 １名増） （１）中央西福祉保健所

・部からは、生活保護のケースワークについては、これまでも各事務所に

就労支援等の非常勤職員を配置するとともに、本庁（福祉指導課）に他

法他施策活用や援助困難ケース同行訪問を担当する非常勤職員を配置し

事務所への支援を行っていると聞いている。

・中央西福祉保健所については、ケース数の増加している事務所として、

引き続き助言、フォローをしていくとともに、今後、ケース数が増える

状況が続くようであれば、保護担当以外の職員に兼務させることも含め

検討したいと聞いている。

（２）森づくり推進課（担い手対策担当 １名増） （２）森づくり推進課

・部からは、課内の業務分担の見直しによる平準化、高知県立林業学校推

進本部の設置による部全体での対応、臨時的任用職員１名の増、林業環

境政策課による業務のフォローにより、担当者の負担を軽減し、時間外

勤務の縮減に取り組むと聞いている。
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県職労の要求の内容 行政管理課長の主な回答等

（３）木材利用推進課（木造建築推進担当 技術職１名増） （３）木材利用推進課

・部からは、他課への業務移管、課内業務分担の見直し、出先機関への業

務移管、権限移譲、臨時的任用職員の雇用月数の増により、時間外勤務

の縮減に努めてきていると聞いている。

・今後も、業務の遂行状況を見ながら、課全体で臨機応変に業務のシェア

を図り、全体の平準化に取り組むことや、スケジュール管理をこまめに

行い、停滞している部分を早めに洗い出し、管理職も含めて課として対

応することなどにより、時間外勤務の縮減に努めていくと聞いている。

（４）環境対策課（計画推進・一般廃棄物チーフの専任化 １名増） （４）環境対策課

・部からは、業務分担の決定にあたっては、職員に対し、課の業務推進体

制や業務の方向性等について事前に説明し、理解を得た上で行っている

と聞いている。

・また、判断に時間を要する案件の処理は、課長と課長補佐が積極的に支

援するなど、業務改善に向けた取組を行うと聞いている。

12．要求等について、労使合意が図られたときは、文書協定もしくは労働 12 について

協約として締結すること。 ・文書協定もしくは労働協約の締結については、現行の考え方によりたい。

・今後の地方公務員に関する労働基本権のあり方の議論には留意していき

たい。
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ン
ト

対
策

に
つ

い
て

は
、

引
き

続
き

相
談

窓
口

の
周

知
を

図
る

と
と

も
に

、
幹

部
職

員
及

び
管

理
職
員
を

対
象
と
し
た
研

修
を
実
施
す

る
な
ど
、
継
続

し
た
取
組
を
行

っ
て
い
ま
す

。

12
に
つ
い
て

文
書

協
定

も
し

く
は

労
働

協
約

の
締

結
に

つ
い

て
は

、
現

行
の

考
え

方
に

よ
り

た
い

と
考

え
て

い
ま

す
。

な
お

、
今

後
の

地
方

公
務

員
に

関
す

る
労

働
基

本
権

の
あ

り
方

の
議

論
に

は
留

意
し

て
い

き
た

い
と

考
え

て

い
ま
す
。
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３
県

職
労

か
ら

の
要

求

（
１

）
要

求
書

提
出

2
0
1
5
年

度
人

員
確

保
等

に
関

す
る

要
求

書
（

平
成

2
7
年

6
月

2
日

）

（
２

）
要

求
書

（
全

文
）

2
0
1
5
年

度
人

員
確

保
等

に
関

す
る

要
求

書

高
知

県
の

職
員

数
は

、
行

政
改

革
等

で
削

減
が

続
く

中
、

知
事

部
局

は
、

こ
の

1
0
年

間
で

約
２

割
の

7

0
0
名

以
上

が
削

減
さ

れ
て

き
ま

し
た

。

一
方

、
業

務
量

に
つ

い
て

は
、

課
題

解
決

先
進

県
と

し
て

産
業

振
興

計
画

の
推

進
や

日
本

一
の

健
康

長

寿
県

づ
く

り
な

ど
に

加
え

、
南

海
ト

ラ
フ

地
震

対
策

、
中

山
間

対
策

の
充

実
強

化
な

ど
県

に
求

め
ら

れ
る

業
務

は
、

増
え

続
け

て
い

ま
す

が
、

そ
れ

に
見

合
っ

た
人

員
と

な
っ

て
い

な
い

の
は

、
時

間
外

勤
務

が
大

幅
に

増
え

て
き

て
い

る
こ

と
か

ら
明

ら
か

で
す

。
ま

た
、

行
政

改
革

プ
ラ

ン
に

よ
る

人
員

削
減

の
結

果
、

職
員

は
厳

し
い

業
務

実
態

の
中

、
働

き
続

け
て

い
ま

す
。

こ
う

し
た

職
場

状
況

に
も

起
因

し
て

、
心

身
に

故
障

を
き

た
す

職
員

も
依

然
高

止
ま

り
の

実
態

が
あ

り
ま

す
。

さ
ら

に
、

土
木

・
耕

地
・

林
業

な
ど

の
事

業
職

場
で

事
業

量
の

増
大

が
生

じ
て

お
り

、
現

場
実

態
を

踏

ま
え

た
人

的
配

置
が

喫
緊

の
課

題
に

な
っ

て
い

ま
す

。

つ
き

ま
し

て
は

、
本

年
４

月
以

降
の

職
場

点
検

等
を

踏
ま

え
て

、
安

心
し

て
働

き
続

け
ら

れ
る

職
場

環

境
や

県
民

サ
ー

ビ
ス

を
維

持
し

て
い

く
た

め
に

必
要

な
人

員
確

保
を

求
め

て
、

次
の

と
お

り
要

求
書

を
提

出
し

ま
す

の
で

、
貴

職
の

誠
意

あ
る

回
答

を
強

く
求

め
ま

す
。

な
お

、
回

答
に

つ
い

て
は

、
６

月
1
9

日
（

金
）

ま
で

に
文

書
で

行
わ

れ
ま

す
よ

う
申

し
添

え
ま

す
。

記

１
．

年
度

当
初

及
び

年
度

途
中

の
欠

員
は

速
や

か
に

補
充

す
る

こ
と

。

ま
た

、
欠

員
を

生
じ

さ
せ

な
い

た
め

の
対

策
や

産
休

・
育

児
休

業
者

の
代

替
要

員
確

保
対

策
と

し
て

、

名
簿

登
載

方
式

を
は

じ
め

と
す

る
具

体
策

を
講

ず
る

こ
と

。

２
．

2
0
1
5
年

度
の

新
規

採
用

職
員

数
及

び
再

任
用

職
員

数
を

決
定

す
る

に
あ

た
っ

て
は

、
退

職
者

の
完

全

補
充

は
も

と
よ

り
、

県
民

福
祉

の
向

上
や

労
働

条
件

改
善

の
た

め
に

必
要

な
人

員
を

考
慮

す
る

こ
と

。

３
．
雇

用
と

年
金

の
確

実
な

接
続

を
図

る
た

め
に

、
希

望
者

全
員

が
引

き
続

き
再

任
用

さ
れ

る
と

と
も

に
、

来
年

度
以

降
の

制
度

な
ど

に
つ

い
て

、
職

員
団

体
と

の
交

渉
・

協
議

・
合

意
を

前
提

に
行

う
こ

と
。

４
．

有
資

格
者

の
採

用
を

計
画

的
に

行
う

と
と

も
に

、
専

門
性

や
継

続
性

、
経

験
を

必
要

と
す

る
業

務
に

対
し

て
適

材
適

所
の

人
員

配
置

を
行

う
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
配

置
に

あ
た

っ
て

は
、

本
人

希
望

を
尊

重

す
る

こ
と

。

５
．

技
能

職
退

職
不

補
充

方
針

を
見

直
す

こ
と

。

特
に

栽
培

・
飼

育
業

務
、

道
路

整
備

に
つ

い
て

は
、

現
場

の
知

識
、

経
験

が
生

か
さ

れ
る

技
能

職
員

配
置

を
行

う
こ

と
。

ま
た

、
今

後
の

あ
り

方
に

つ
い

て
は

、
現

場
の

意
見

を
十

分
に

聞
く

場
を

設
け

る

こ
と

。

６
．

事
務

事
業

見
直

し
提

示
時

点
で

予
定

し
て

い
な

か
っ

た
業

務
が

発
生

す
る

場
合

は
、

県
職

労
お

よ
び

分
会

に
対

し
て

事
前

協
議

を
行

う
こ

と
。

ま
た

、
労

働
強

化
と

な
ら

な
い

よ
う

な
対

策
を

と
る

こ
と

。

７
．

東
日

本
大

震
災

に
伴

う
職

員
派

遣
に

あ
た

っ
て

は
、

職
員

の
労

働
条

件
や

健
康

等
に

十
分

配
慮

す
る

こ
と

。
ま

た
、

派
遣

元
と

な
る

職
場

で
労

働
強

化
と

な
ら

な
い

体
制

を
確

保
す

る
こ

と
。
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８
．

公
務

に
お

け
る

ワ
ー

ク
・

ラ
イ

フ
・

バ
ラ

ン
ス

の
実

現
に

向
け

て
、

職
場

に
お

け
る

男
女

平
等

の
推

進
へ

向
け

た
具

体
策

を
講

じ
る

こ
と

。
ま

た
、

仕
事

と
生

活
の

両
立

支
援

を
促

進
す

る
た

め
の

取
り

組

み
を

強
化

す
る

こ
と

。

９
．

や
む

を
得

ず
目

安
時

間
を

超
え

る
恐

れ
の

あ
る

職
場

に
つ

い
て

は
、

そ
の

つ
ど

時
間

外
縮

減
に

向
け

た
対

策
を

講
じ

る
こ

と
。

1
0
.

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
・

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

対
策

を
充

実
さ

せ
る

こ
と

。

1
1
.

別
途

提
出

す
る

個
別

課
題

に
つ

い
て

、
改

善
を

図
る

こ
と

。

1
2
.

要
求

等
に

つ
い

て
、

労
使

合
意

が
図

ら
れ

た
と

き
は

、
文

書
協

定
も

し
く

は
労

働
協

約
と

し
て

締
結

す
る

こ
と

。


